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補助額はいくら？

どんな事業？
観光資源を活⽤し、持続可能な観光施策の開発を⽀援する補助⾦です。

地域で⾃分の想いをカタチにする魅⼒ある「⼈」や、
過去から形を変えつつ紡いできた「⽂化」。

旅⾏需要喚起
事業費補助⾦

こおりやまの地域資源を活かせ

申請期間 ９ 25 月 〜予算に達するまで

観光資源とは？

②イベントの
開催・拡充

④インバウンド
受入環境の拡充

⑤交通事業者の
インバウンド対策

に要する経費③レンタサイクル
新設・拡充
( イナイチ関連)

対象事業
①体験づくり
コンテンツづくり

！

第4期

各月第２・第４金曜日まで提出があったものを、申請書類に基づき、順次審査します。

※予算の範囲内



前提：観光資源を活用した以下の事業。

①体験づくり・コンテンツづくり
( 条件 ) 郡⼭市にもたらす経済効果が⼤きいもの。

ex: 郡⼭でしかできない！○○づくり体験

②イベントの開催 ・ 拡充
( 条件 ) 郡⼭市内で実施するもの。

ex: 郡⼭でしか出会えない⼈が集う ○○○まつり

③レンタサイクル新設・拡充
( 条件 )1. 猪苗代湖⼀周サイクルツーリズム「イナイチ」に関連するもの。

2. 郡⼭市にもたらす経済効果が⼤きいもの。

④インバウンド受入環境の拡充

( 条件 )インバウンド旅行者の受入環境の拡充に関するもの
・多言語化(メニュー、看板、ウェブサイト等)
・コンテンツのOTAサイト掲載
・多様な食文化への対応
・キャッシュレス対応の決済手段の拡充 など

⑤交通事業者のインバウンド対策に要する経費

( 条件 )交通事業者のインバウンド対策に関するもの
・案内表示の多言語化
・運転者のインバウンド研修
・サイクルタクシーの導入 など

事業スケジュール ( 第４期 )

公募に参加する事業者については、以下の条件をすべて満たすこと。

◆役員等に、郡⼭市暴力団排除条例 ( 平成 24 年郡⼭市条例第 46 号 ) 第 2 条
第 2 号に規定する暴力団員若しくは同条第 8 号に規定する社会的非難関係者
と認められる者又はこれらの者と密接な関係を有する者が含まれていない団
体等。

◆直近１年の市税等 ( 個⼈市⺠税、法⼈市⺠税、固定資産税 ( 都市計画税を含
む。) 軽⾃動⾞税、事業所税、入湯税及び国⺠健康保険税をいう。) を滞納し
ていないもの。

様式はここから
ダウンロード

ターゲット インバウンド対象国や訴求する対象を的確に設定しているか

コンセプト 事業のコンセプト ( 理念や目標・基本的な方向性 ) が適切か

企 画 内 容 ターゲット･コンセプトに沿って提案された企画内容に
魅力があるか

経 済 効 果 郡⼭市にもたらす経済効果がり、
定量及び定性的な KPI を設定しているか

スケジュール この土地でしかできないもの、
郡⼭でしかできないものとなっているか

将 来 展 望 持続可能な将来展望があるか

実 現 性 補助金が資金調達になっていないか、補助金がなくても実施する意
思があるか

対象事業

参加資格

評価基準

9 / 25（月）

採択事業者決定後、
速やかに準備に移行

公募開始

随時受付

選定・審査

事業実施

補助金交付申請

審査・交付決定

完了・実績報告

補助金額確定
補助金の交付 実績報告後、随時

事業終了後 60 日以内、
又は当該事業の完了の日
の属する年度の末日の
いずれか早い日

採択事業者決定後、
速やかに実施

申請後速やかに実施

各月第２・第４金曜日まで
提出があったものから審査

採択事業者の決定

予算が上限に達次第、受付終了

審査の日から1週間程度

申請


